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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金　支給要件確認書
　住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、令和４年度の住民税の課税状況に基づき、支給対象者に該当するため、以下のとおり、支給予定額をお知らせします。
　以下の内容を確認の上、太枠内を記入し、発行日から３か月以内に、この確認書を返送して下さい。
　なお、本給付金を受給しない場合は、返信は不要です。➀

１．発 行 日　令和４年７月１２日
２．支給方法　口座振込
３．支 給 日　「支給決定通知書」を送付しお知らせします。
４．支給口座　
５．支 給 額　1世帯あたり　１０万円





➁


	誓約・同意事項　※必ずご確認ください。
私は、下記のとおり、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下、「本給付金」という。)
の支給要件に該当しますので、同意事項に同意の上、確認書を提出します。
　〇　支給要件
令和３年１２月１０日現在で、本市の住民基本台帳に登録されており、令和４年６月１日時点において、世帯員全員の住民税均等割が非課税である世帯（生活保護世帯を含む）
〇　同意事項
１.既に住民税非課税世帯または家計急変世帯に対する臨時特別給付金の支給を受けた世
帯又は当該給付金の支給を受けた世帯の世帯主であった者を含む世帯ではありません。
２.住民税が課せられている他の親族等の扶養を受けていません。
３.市が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払いが完了せず、かつ、発行日より３ヶ月以内に市が申請者に連絡・確認できない場合に、本給付金が支給されないことに同意します。
４.本給付金の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や、
支給要件に該当しないことが判明した場合、また、世帯主が、他の市区町村含め、本給付金
を受給していることが判明した場合には、本給付金を返還します。


＜申請日、世帯主氏名、電話番号欄は必ず記入してください。＞③

	申請日
	令和　　　　年　　　　月　　　　日
	市使用欄
	受付
	審査
	入力/確認

	世帯主
氏名
	署名（又は記名押印）　※署名の場合は押印不要

	
	バーコード

	
	

	電話番号
	


＜表面支給口座と異なる場合＞　※下欄に記載の上、振込先金融機関口座確認書類を貼付して下さい。④

	表面（①の４）に記載された口座を既に解約しているなどの理由で、表面の口座とは異なる口座への振込みを希望する場合や、表面の口座欄が空欄の場合には、以下の欄に記入して下さい。
（長期間入出金のない口座にはお振込みできない場合がありますので、記入しないでください）

	口座名義人
	カナ

	郵便局の通帳に振込
	通帳の記号
	通帳の番号

	
	１
	
	
	
	０
	―
	
	
	
	
	
	
	
	１

	　銀行口座に振込
	口座番号

	銀行・信金・労金　　　　　　　　本店
信組・農協・漁協　　　　　　　　支店
	□ 普通
□ 当座
□　貯蓄
	
	
	
	
	
	
	


⑤

＜代理人が確認・受給する場合＞　
	　委任者（世帯主）署名（又は記名押印）

委任者（世帯主）氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
私は、下記の者を代理人（受取人）と定め、臨時特別給付金の手続きを委任します。

	フリガナ
	
	生年月日
	年　　月　　日

	代理人
氏名
	
	続柄
	（申請者からみて）

	住所
	（建物名等）
	日中連絡先
	　　　　　　　　　－ 　　  　　　　－


・代理人となることができるのは、令和４年６月1日時点で申請者が属する世帯の世帯構成者、申請者の法定代理人、親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている方です。
・代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書のコピーを貼付してください。⑥


	添付書類貼付欄

	１　振込先金融機関口座確認書類
上段【支給口座と異なる場合】に口座番号等を記載した場合は、記入した受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳のコピー（口座番号が記載されている見開き１ページ目）をここに貼付してください。
２　本人（代理人）確認書類
上段【支給口座と異なる場合】に口座番号等を記載した場合は代理人が確認(受給)する場合は、身分証明書のコピーをここに貼付してください。

	身分証明書（例）

	１点でよいもの
	２点必要なもの

	・運転免許証
・個人番号カード
・障害者手帳
・パスポートなど
	・健康保険証
・介護保険証
・年金手帳
・北見市バス乗車証など









